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総人口・出生数等 【全国】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：総人口は総務省「国勢調査」及び「推計人口」、その他は厚生労働省「人口動態統計」） 

１ 統計資料 

S22 78,101 267 34.3 4.54 26.1 22.9 1.02
23 80,002 268 33.5 4.40 26.1 23.0 0.99
24 81,773 269 33.0 4.32 25.9 22.9 1.01
25 83,200 233 28.1 3.65 25.9 23.0 1.01
26 84,541 213 25.3 3.26 25.9 23.1 0.97
27 85,808 200 23.4 2.98 26.1 23.3 0.92
28 86,981 186 21.5 2.69 26.2 23.4 0.86
29 88,239 176 20.0 2.48 26.4 23.6 0.87
30 89,276 173 19.4 2.37 26.6 23.8 0.84
31 90,172 166 18.4 2.22 26.8 23.9 0.80
32 90,928 156 17.2 2.04 26.9 24.0 0.79
33 91,767 165 18.0 2.11 27.0 24.2 0.80
34 92,641 162 17.5 2.04 27.1 24.3 0.78
35 93,419 160 17.2 2.00 27.2 24.4 0.74
36 94,287 158 16.9 1.96 27.3 24.5 0.74
37 95,181 161 17.0 1.98 27.3 24.5 0.75
38 96,156 165 17.3 2.00 27.3 24.5 0.73
39 97,182 171 17.7 2.05 27.3 24.4 0.74
40 98,275 182 18.6 2.14 27.2 24.5 0.79
41 99,036 136 13.7 1.58 27.3 24.5 0.80
42 100,196 193 19.4 2.23 27.2 24.5 0.84
43 101,331 187 18.6 2.13 27.2 24.4 0.87
44 102,536 188 18.5 2.13 27.1 24.3 0.89
45 103,720 193 18.8 2.13 26.9 24.2 0.93
46 105,145 200 19.2 2.16 26.8 24.2 0.99
47 107,595 203 19.3 2.14 26.7 24.2 1.02
48 109,104 209 19.4 2.14 26.7 24.3 1.04
49 110,573 202 18.6 2.05 26.8 24.5 1.04
50 111,940 190 17.1 1.91 27.0 24.7 1.07
51 113,094 183 16.3 1.85 27.2 24.9 1.11
52 114,165 175 15.5 1.80 27.4 25.0 1.14
53 115,190 170 14.9 1.79 27.6 25.1 1.15
54 116,155 164 14.2 1.77 27.7 25.2 1.17
55 117,060 157 13.6 1.75 27.8 25.2 1.22
56 117,902 152 13.0 1.74 27.9 25.3 1.32
57 118,728 151 12.8 1.77 28.0 25.3 1.39
58 119,536 150 12.7 1.80 28.0 25.4 1.51
59 120,305 148 12.5 1.81 28.1 25.4 1.50
60 121,049 143 11.9 1.76 28.2 25.5 1.39
61 121,660 138 11.4 1.72 28.3 25.6 1.37
62 122,239 134 11.1 1.69 28.4 25.7 1.30
63 122,745 131 10.8 1.66 28.4 25.8 1.26
H1 123,205 124 10.2 1.57 28.5 25.8 1.29
2 123,611 122 10.0 1.54 28.4 25.9 1.28
3 124,101 122 9.9 1.53 28.4 25.9 1.37
4 124,567 120 9.8 1.50 28.4 26.0 1.45
5 124,938 118 9.6 1.46 28.4 26.1 1.52
6 125,265 123 10.0 1.50 28.5 26.2 1.57
7 125,570 118 9.6 1.42 28.5 26.3 1.60
8 125,859 120 9.7 1.43 28.5 26.4 1.66
9 126,157 119 9.5 1.39 28.5 26.6 1.78
10 126,472 120 9.6 1.38 28.6 26.7 1.94
11 126,667 117 9.4 1.34 28.7 26.8 2.00
12 126,926 119 9.5 1.36 28.8 27.0 2.10
13 127,316 117 9.3 1.33 29.0 27.2 2.27
14 127,486 115 9.2 1.32 29.1 27.4 2.30
15 127,694 112 8.9 1.29 29.4 27.6 2.25
16 127,787 111 8.8 1.29 29.6 27.8 2.15
17 127,768 106 8.4 1.26 29.8 28.0 2.08
18 127,770 109 8.7 1.32 30.0 28.2 2.04
19 127,771 108 8.6 1.34 30.1 28.3 2.02
20 127,692 109 8.7 1.37 30.2 28.5 1.99

出生率、離婚率は人口千対

女
初婚年齢

離婚率総人口(千人) 出生数（万人） 出生率 合計特殊出生率
男
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総人口・出生数等 【長崎県】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：総人口は総務省「国勢調査」及び「推計人口」、その他は厚生労働省「人口動態統計」） 

S22 1,531,674 53,021 34.6 26.3 23.0 1.25
23 1,565,558 57,451 36.7 26.1 22.8 1.23
24 1,621,100 61,145 37.7 25.9 22.8 1.26
25 1,645,492 54,602 33.2 25.7 22.7 1.28
26 1,674,000 52,244 31.2 25.8 22.9 1.20
27 1,711,000 50,609 29.6 26.0 23.1 1.14
28 1,729,000 47,680 27.6 26.2 23.2 1.07
29 1,739,000 45,067 25.9 26.4 23.4 1.04
30 1,747,596 43,131 24.7 26.5 23.5 1.01
31 1,763,000 40,498 23.0 26.7 23.8 0.95
32 1,768,000 37,498 21.2 26.9 24.0 0.89
33 1,781,000 39,619 22.2 27.0 24.2 0.97
34 1,792,000 38,344 21.4 27.0 24.2 0.93
35 1,760,421 36,508 20.7 2.72 27.2 24.5 0.96
36 1,738,920 34,234 19.6 27.2 24.5 0.89
37 1,715,645 31,859 18.6 27.4 24.7 0.90
38 1,701,690 31,769 18.7 27.3 24.6 0.87
39 1,675,170 30,349 18.2 27.5 24.8 0.86
40 1,641,245 30,188 18.4 2.54 27.4 24.7 0.84
41 1,637,292 23,508 14.4 27.4 24.8 0.90
42 1,632,039 30,766 18.9 27.2 24.7 0.93
43 1,616,351 28,570 17.7 27.2 24.6 0.97
44 1,601,266 27,961 17.5 27.0 24.5 0.97
45 1,570,245 26,720 17.1 2.33 26.7 24.3 0.96
46 1,561,971 26,739 17.2 26.5 24.3 1.01
47 1,559,095 26,813 17.3 26.4 24.3 1.08
48 1,555,930 27,192 17.6 26.3 24.3 1.09
49 1,562,885 26,476 17.1 26.4 24.6 1.05
50 1,571,912 25,639 16.3 2.13 26.5 24.7 1.10
51 1,576,294 24,450 15.5 26.8 24.9 1.10
52 1,580,585 23,887 15.1 27.0 25.0 1.19
53 1,585,306 23,823 15.0 27.1 25.1 1.20
54 1,587,558 23,538 14.8 27.3 25.2 1.20
55 1,590,564 22,232 14.0 1.87 27.5 25.4 1.24
56 1,593,140 22,070 13.9 27.6 25.4 1.43
57 1,593,857 21,707 13.6 27.7 25.5 1.45
58 1,594,009 21,656 13.6 27.8 25.6 1.64
59 1,593,340 21,345 13.4 27.9 25.7 1.71
60 1,593,968 20,365 12.7 1.87 28.1 25.9 1.44
61 1,590,299 19,946 12.6 1.87 28.3 26.0 1.41
62 1,586,117 18,962 12.0 1.81 28.3 26.0 1.35
63 1,581,452 18,233 11.5 1.76 28.4 26.2 1.24
H1 1,574,421 17,256 11.0 1.69 28.6 26.2 1.28
2 1,562,959 16,517 10.6 1.70 28.6 26.3 1.23
3 1,555,890 16,667 10.7 1.75 28.6 26.3 1.25
4 1,551,295 16,036 10.4 1.69 28.6 26.4 1.37
5 1,549,343 15,769 10.2 1.68 28.6 26.4 1.49
6 1,547,640 15,952 10.3 1.71 28.6 26.5 1.47
7 1,544,934 14,780 9.6 1.60 28.4 26.6 1.53
8 1,541,794 15,182 9.9 1.64 28.4 26.6 1.55
9 1,537,025 14,431 9.4 1.56 28.4 26.7 1.63
10 1,531,482 14,672 9.6 1.58 28.3 26.7 1.81
11 1,526,256 14,121 9.3 1.52 28.3 26.7 1.88
12 1,516,523 14,098 9.3 1.57 28.3 26.9 1.92
13 1,511,786 13,789 9.1 1.52 28.5 27.1 2.17
14 1,506,417 13,260 8.8 1.48 28.5 27.1 2.20
15 1,500,156 12,971 8.7 1.45 28.9 27.5 2.15
16 1,493,611 12,947 8.7 1.46 28.8 27.2 2.12
17 1,478,632 12,148 8.2 1.45 29.0 27.7 2.02
18 1,466,512 12,410 8.5 1.49 29.2 27.8 2.00
19 1,453,740 12,175 8.4 1.48 29.3 28.0 1.89
20 1,441,451 12,173 8.5 1.50 29.5 28.1 1.76

出生率、離婚率は人口千対

総人口(人) 出生数（人） 出生率 合計特殊出生率
男 女
初婚年齢

離婚率
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年齢別未婚率 【全国】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：総務省「国勢調査」） 

 
 
 

人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率
昭和30年 4,196,415 3,783,927 90.2 3,775,382 1,551,181 41.1 2,797,239 254,770 9.1
昭和35年 4,125,266 3,779,717 91.6 4,094,656 1,888,669 46.1 3,746,898 371,363 9.9
昭和40年 4,496,297 4,061,866 90.3 4,157,028 1,898,104 45.7 4,147,254 455,908 11.0
昭和45年 5,312,991 4,784,640 90.1 4,517,248 2,099,467 46.5 4,181,687 486,746 11.6
昭和50年 4,563,526 4,015,924 88.0 5,426,289 2,619,455 48.3 4,624,591 661,900 14.3
昭和55年 3,932,017 3,596,576 91.5 4,513,252 2,486,552 55.1 5,388,380 1,158,658 21.5
昭和60年 4,133,561 3,808,516 92.1 3,914,705 2,363,731 60.4 4,523,801 1,273,046 28.1
平成 2年 4,418,432 4,074,701 92.2 4,019,342 2,586,358 64.3 3,877,338 1,263,602 32.6
平成 7年 4,979,898 4,618,381 92.7 4,369,726 2,925,861 67.0 4,034,652 1,504,142 37.3
平成12年 4,243,859 3,946,632 93.0 4,882,084 3,392,020 69.5 4,354,603 1,873,144 43.0
平成17年 3,754,822 3,508,621 93.4 4,198,551 2,998,565 71.4 4,933,265 2,322,140 47.1

人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率
昭和30年 2,319,498 72,273 3.1 2,324,750 40,234 1.7 2,135,515 27,116 1.3
昭和35年 2,763,208 100,687 3.6 2,274,344 46,061 2.0 2,256,804 31,350 1.4
昭和40年 3,747,509 155,687 4.2 2,729,666 66,410 2.4 2,224,594 37,642 1.7
昭和45年 4,121,574 192,427 4.7 3,665,821 102,976 2.8 2,678,682 51,329 1.9
昭和50年 4,212,566 255,452 6.1 4,125,063 151,077 3.7 3,656,501 90,717 2.5
昭和55年 4,568,728 389,563 8.5 4,137,879 195,990 4.7 4,016,696 124,106 3.1
昭和60年 5,365,107 761,077 14.2 4,526,633 336,327 7.4 4,071,950 189,699 4.7
平成 2年 4,483,536 851,644 19.0 5,313,651 622,682 11.7 4,455,177 299,929 6.7
平成 7年 3,889,083 879,242 22.6 4,482,072 736,164 16.4 5,289,590 591,587 11.2
平成12年 4,025,226 1,037,911 25.8 3,873,623 713,869 18.4 4,425,700 647,942 14.6
平成17年 4,402,787 1,320,943 30.0 4,065,470 895,788 22.0 3,867,500 662,971 17.1

人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率
昭和30年 4,206,828 2,799,208 66.5 3,828,946 789,110 20.6 3,319,693 263,223 7.9
昭和35年 4,193,184 2,862,239 68.3 4,114,704 890,070 21.6 3,770,907 354,216 9.4
昭和40年 4,572,392 3,113,293 68.1 4,206,801 795,199 18.9 4,110,076 370,650 9.0
昭和45年 5,347,327 3,831,774 71.7 4,571,868 825,639 18.1 4,190,340 300,958 7.2
昭和50年 4,507,983 3,121,468 69.2 5,368,294 1,122,569 20.9 4,621,200 354,194 7.7
昭和55年 3,851,795 2,992,998 77.7 4,463,705 1,067,570 23.9 5,320,249 482,536 9.1
昭和60年 3,999,703 3,256,852 81.4 3,839,715 1,173,525 30.6 4,461,364 463,518 10.4
平成 2年 4,275,930 3,640,728 85.1 3,933,874 1,581,506 40.2 3,814,747 525,748 13.8
平成 7年 4,785,397 4,145,658 86.6 4,244,677 2,048,364 48.3 3,934,034 774,553 19.7
平成12年 4,040,124 3,562,734 88.2 4,725,557 2,563,122 54.2 4,237,697 1,132,404 26.7
平成17年 3,595,776 3,189,283 88.7 4,081,498 2,408,810 59.0 4,821,592 1,541,338 32.0

人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率
昭和30年 2,795,628 110,007 3.9 2,620,580 61,743 2.4 2,231,658 38,150 1.7
昭和35年 3,274,822 179,069 5.5 2,744,786 86,509 3.2 2,559,755 53,883 2.1
昭和40年 3,751,030 253,981 6.8 3,231,736 151,551 4.7 2,697,217 79,992 3.0
昭和45年 4,085,338 237,110 5.8 3,674,127 195,172 5.3 3,198,934 127,474 4.0
昭和50年 4,209,754 222,646 5.3 4,099,007 204,704 5.0 3,704,909 180,448 4.9
昭和55年 4,582,423 252,471 5.5 4,158,160 185,042 4.5 4,041,109 179,976 4.5
昭和60年 5,309,439 351,581 6.6 4,558,947 223,119 4.9 4,124,682 176,433 4.3
平成 2年 4,438,893 331,404 7.5 5,275,674 303,169 5.7 4,510,031 205,807 4.6
平成 7年 3,819,945 381,801 10.0 4,434,865 297,636 6.7 5,255,354 294,400 5.6
平成12年 3,937,859 546,216 13.9 3,818,683 327,487 8.6 4,404,042 275,259 6.3
平成17年 4,332,994 796,531 18.4 4,015,126 484,119 12.1 3,858,361 316,596 8.2

女　　　　性
20～24歳 25～29歳 30～34歳

女　　　　性
35～39歳 40～44歳 45～49歳

男　　　　性

35～39歳 40～44歳 45～49歳

20～24歳 25～29歳 30～34歳

男　　　　性
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年齢別未婚率 【長崎県】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：総務省「国勢調査」） 

 
 
 

人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率
昭和30年 73,920 65,291 88.3 69,810 26,537 38.0 54,361 4,475 8.2
昭和35年 59,875 53,510 89.4 67,486 28,905 42.8 66,554 6,220 9.3
昭和40年 43,167 38,139 88.4 50,244 21,137 42.1 59,510 6,045 10.2
昭和45年 54,181 47,616 87.9 44,567 18,676 41.9 49,263 4,886 9.9
昭和50年 53,441 45,969 86.0 60,439 26,679 44.1 46,771 5,462 11.7
昭和55年 44,637 40,206 90.1 58,172 29,702 51.1 62,521 11,397 18.2
昭和60年 39,500 35,890 90.9 48,760 27,942 57.3 59,587 14,932 25.1
平成 2年 35,042 31,978 91.3 40,932 24,844 60.7 48,157 14,620 30.4
平成 7年 40,862 37,101 90.8 38,973 24,471 62.8 42,327 14,468 34.2
平成12年 36,679 32,963 89.9 43,479 27,723 63.8 39,849 15,356 38.5
平成17年 34,168 30,878 90.4 38,239 24,883 65.1 43,519 18,007 41.4

人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率
昭和30年 43,047 1,381 3.2 41,503 855 2.1 39,251 567 1.4
昭和35年 51,829 1,869 3.6 41,059 902 2.2 38,833 568 1.5
昭和40年 59,175 2,348 4.0 46,076 1,132 2.5 36,708 657 1.8
昭和45年 56,105 2,302 4.1 54,763 1,441 2.6 42,817 797 1.9
昭和50年 48,838 2,456 5.0 54,412 1,723 3.2 52,413 1,174 2.2
昭和55年 46,972 3,207 6.8 48,154 1,953 4.1 52,737 1,513 2.9
昭和60年 62,351 7,140 11.5 46,366 2,773 6.0 46,791 1,908 4.1
平成 2年 58,462 9,718 16.6 60,663 5,609 9.2 44,332 2,437 5.5
平成 7年 48,929 10,436 21.3 58,442 8,478 14.5 60,087 5,520 9.2
平成12年 42,824 10,410 24.3 48,577 8,950 18.4 57,544 7,886 13.7
平成17年 40,168 11,446 28.5 42,523 9,072 21.3 47,605 8,181 17.2

人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率
昭和30年 74,260 45,427 61.2 71,743 13,808 19.2 63,569 4,911 7.7
昭和35年 64,890 40,524 62.5 70,859 14,490 20.4 68,961 5,933 8.6
昭和40年 55,331 36,769 66.5 59,179 11,761 19.9 64,080 5,817 9.1
昭和45年 65,427 47,662 72.8 53,603 11,347 21.2 55,988 4,241 7.6
昭和50年 60,427 43,227 71.5 64,592 16,431 25.4 52,660 4,668 8.9
昭和55年 50,905 39,964 78.5 62,121 17,836 28.7 63,986 7,134 11.1
昭和60年 46,059 37,739 81.9 52,765 18,094 34.3 61,220 7,692 12.6
平成 2年 42,649 36,252 85.0 46,509 19,815 42.6 51,408 8,063 15.7
平成 7年 45,607 39,134 85.8 44,312 21,547 48.6 46,368 9,705 20.9
平成12年 39,966 34,550 86.4 46,408 24,591 53.0 44,481 11,929 26.8
平成17年 36,914 32,107 87.0 40,508 23,029 56.9 46,786 14,724 31.5

人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率 人口 未婚者 未婚率
昭和30年 51,807 1,987 3.8 46,656 1,124 2.4 41,166 825 2.0
昭和35年 61,159 3,219 5.3 49,562 1,559 3.1 44,384 1,010 2.3
昭和40年 62,630 4,028 6.4 56,035 2,610 4.7 45,912 1,442 3.1
昭和45年 60,522 3,504 5.8 58,520 2,987 5.1 53,170 2,096 3.9
昭和50年 54,740 3,097 5.7 58,394 2,858 4.9 56,580 2,690 4.8
昭和55年 52,615 3,361 6.4 53,904 2,577 4.8 57,232 2,546 4.4
昭和60年 63,422 5,206 8.2 51,839 2,973 5.7 52,854 2,477 4.7
平成 2年 60,113 5,498 9.1 62,285 4,515 7.2 50,454 2,766 5.5
平成 7年 51,300 5,809 11.3 59,492 4,978 8.4 61,352 4,358 7.1
平成12年 46,282 7,099 15.3 50,834 5,084 10.0 58,620 4,738 8.1
平成17年 44,584 8,752 19.6 45,944 6,212 13.5 50,228 4,934 9.8

男　　　　性

35～39歳 40～44歳 45～49歳

20～24歳 25～29歳 30～34歳

男　　　　性

女　　　　性
35～39歳 40～44歳 45～49歳

女　　　　性
20～24歳 25～29歳 30～34歳
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長崎県人口の推移（平成 19 年中位推計） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」） 

 
 
 

1,479 1,431 1,379 1,319 1,255 1,187 1,117

0～ 4歳 64 56 49 45 42 38 34

5～ 9歳 72 64 55 49 45 41 38

10～14歳 80 72 64 55 49 45 41

15～19歳 81 72 66 59 51 45 41

20～24歳 71 66 61 56 50 43 38

25～29歳 79 73 68 63 58 52 45

30～34歳 90 78 73 68 63 58 51

35～39歳 85 90 78 73 67 63 58

40～44歳 89 84 89 77 72 67 62

45～49歳 98 87 82 87 76 71 66

50～54歳 114 96 85 81 86 74 70

55～59歳 117 111 94 83 79 84 73

60～64歳 90 114 108 91 81 77 82

65～69歳 89 87 109 104 88 79 75

70～74歳 89 83 81 103 98 83 75

75～79歳 76 79 75 73 94 90 76

80～84歳 52 62 66 63 62 80 77

85～89歳 28 37 46 49 48 48 63

90歳～ 　 16 21 30 39 46 49 52

（再掲）

0～14歳 216 192 168 149 135 124 114

15～64歳 914 870 804 738 683 634 586

65歳～ 　 349 369 406 432 437 430 418

（年齢3区分別人口割合（％））

0～14歳 14.6 13.4 12.2 11.3 10.8 10.5 10.2

15～64歳 61.8 60.8 58.3 55.9 54.4 53.4 52.5

65歳～ 　 23.6 25.8 29.5 32.7 34.8 36.2 37.4

（2020年）

平成47年

（2035年）

平成37年

（2025年）

平成42年

（2030年）

総　数

（単位：千人）

平成17年

（2005年）

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

平成32年
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18 歳未満の子どもがいる核家族世帯の割合の推移 【長崎県】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：総務省「国勢調査」） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

232,677 161,168 69.3

223,735 154,292 69.0

202,435 140,176 69.2

180,817 126,367 69.9

164,323 118,387 72.0

148,135 109,416 73.9

18歳未満の子どもがいる
世帯のうち核家族世帯の割合

昭和55年

昭和60年

18歳未満の子どもが
いる核家族世帯数

18歳未満の子どもが
いる世帯数

平成 2年

平成 7年

平成12年

平成17年
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女性の年齢階級別労働力率 
 
【全国】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【長崎県】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：総務省「国勢調査」） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口 労働力人口 労働力率 人口 労働力人口 労働力率

15～19歳 - - 15.6 3,194,980 535,250 16.8

20～24歳 - - 74.2 3,595,776 2,433,979 67.7

25～29歳 - - 66.3 4,081,498 2,923,665 71.6

30～34歳 - - 53.3 4,821,592 2,968,330 61.6

35～39歳 - - 59.3 4,332,994 2,697,555 62.3

40～44歳 - - 67.4 4,015,126 2,789,533 69.5

45～49歳 - - 69.2 3,858,361 2,805,979 72.7

50～54歳 - - 65.1 4,413,259 3,013,420 68.3

55～59歳 - - 55.8 5,177,795 3,093,495 59.7

60～64歳 - - 38.8 4,390,100 1,773,051 40.4

65歳以上 - - 15.7 14,797,406 2,075,582 14.0

平成7年 平成17年

人口 労働力人口 労働力率 人口 労働力人口 労働力率

15～19歳 53,016 7,449 14.1 40,141 5,724 14.3

20～24歳 45,878 35,600 77.6 36,914 27,053 73.3

25～29歳 44,643 30,780 68.9 40,508 30,870 76.2

30～34歳 46,591 27,027 58.0 46,786 31,468 67.3

35～39歳 51,443 32,656 63.5 44,584 30,638 68.7

40～44歳 59,611 42,144 70.7 45,944 34,127 74.3

45～49歳 61,455 43,993 71.6 50,228 38,011 75.7

50～54歳 49,834 32,708 65.6 57,855 40,571 70.1

55～59歳 50,887 27,592 54.2 59,729 36,398 60.9

60～64歳 53,860 19,738 36.6 48,905 19,046 38.9

65歳以上 165,485 21,152 12.8 210,016 25,215 12.0

平成7年 平成17年
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共働き等世帯数の推移 
 
【全国】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：内閣府「仕事と生活の調和関係資料」 
注：共働き世帯は、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯 
専業主婦世帯は、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（完全失業者及び非労働力人口）の世帯 

614 35.5 1,114 64.5

645 37.3 1,082 62.7

664 37.7 1,096 62.3

708 40.5 1,038 59.5

721 40.6 1,054 59.4

722 43.1 952 56.9

720 43.1 952 56.9

748 44.5 933 55.5

771 44.9 946 55.1

783 45.7 930 54.3

823 47.8 897 52.2

877 49.7 888 50.3

914 50.3 903 49.7

929 50.4 915 49.6

943 50.3 930 49.7

908 48.7 955 51.3

927 49.7 937 50.3

949 50.7 921 49.3

956 51.8 889 48.2

929 50.5 912 49.5

942 50.7 916 49.3

951 51.7 890 48.3

951 51.5 894 48.5

949 52.2 870 47.8

961 52.3 875 47.7

988 53.4 863 46.6

977 53.4 854 46.6

1,013 54.3 851 45.7

平成15年

平成19年

平成16年

平成17年

平成18年

平成11年

平成13年

平成14年

昭和62年

昭和63年

平成元年

平成 3年

平成 2年

平成 7年

平成12年

割合

（単位：万世帯）

昭和61年

専業主婦世帯数共働き世帯数

平成 5年

平成 6年

平成 8年

割合

平成 9年

平成10年

昭和55年

昭和60年

昭和56年

昭和57年

昭和58年

昭和59年

平成 4年
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２ 長崎県子育て条例行動計画策定概要 

「少子化対策プラスワン」（H14年9月発表）

「次世代育成支援に関する当面の取組方針」（H15年3月決定）

「少子化社会対策基本法」

（H15年7月成立）

「少子化社会対策大綱」

（H16年6月決定）

「新しい少子化対策について」

（H18年6月決定）

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略

（平成19年12月取りまとめ）

国

エンゼルプラン（概ねH7～H16）

新エンゼルプラン（H12～H16）

子ども・子育て応援プラン（H17～H21）

県

ながさきエンゼルプラン（H9～H18）

スマイルながさき21（H12～H16）

 「次世代育成支援対策推進法」
 （H15年7月成立）

 「行動計画策定指針」 （H15年8月告示）

長崎県次世代育成支援対策行動計画（H17～H21）
「ながさきこども未来21」

 

 「行動計画策定指針の改正」 （H21年3月告示）

子ども・子育てビジョン（H22～H26） 長崎県子育て条例行動計画（H22～H26）
「ながさきこども未来21（後期行動計画）」

長崎県子育て条例
（H20年10月制定）

次世代育成支援対策推進法の一部改正
（H20年12月成立）

 「次世代育成支援対策推進法に基づく前期行動計画」
 （H17年3月策定）

 「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の
 具体的実施計画」（H16年12月策定）

  「少子化社会対策基本法に基づく少子化社会
 対策大綱及び重点施策の 具体的実施計画」
 （H22年1月策定）  「長崎県子育て条例に基づく行動計画」及び

 「次世代育成支援対策推進法に基づく後期行動計画」
 （H22年6月策定）

 「ながさきエンゼルプランの具体的実施計画」 「少子化対策推進基本方針」（H11年12月決定）

子ども・若者育成支援推進法
（H21年7月成立）

 「子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者計画」
 （H23年3月一部変更）

「青少年育成施策大綱」（H20.12決定）

子ども・若者ビジョン（H22～H26）

  「子ども・若者育成支援推進法に基づく
 子ども・若者育成支援推進大綱」
 （H22年7月策定）
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３ 長崎県子育て条例行動計画策定経過 

開催期日 会議名等 内　　　容

平成21年 4月27日 長崎県子育て条例推進協議会
（H21第1回）

協議会設置趣旨説明及び行動計画骨子案の
説明ほか

平成21年 5月15日
　　　～ 6月 1日

長崎県少子化問題基礎調査 少子化問題についての県民意識調査

平成21年 6月 3日 長崎県次世代育成支援対策推進
会議・連絡会議（H21第1回）

行動計画骨子案の説明ほか

平成21年 6月 8日 ワーキンググループ会議 行動計画骨子案及び策定にあたっての留意
事項の説明ほか

平成21年 8月19日 長崎県子育て条例推進協議会
（H21第2回）

長崎県少子化問題基礎調査の結果報告及び
行動計画（素案）の協議・検討

平成21年 8月25日 市町次世代育成支援対策主管課
長会議

行動計画（素案）についての意見交換

平成21年 8月31日 長崎県次世代育成支援対策推進
会議・連絡会議（H21第2回）

長崎県少子化問題基礎調査の結果報告及び
行動計画（素案）の協議・検討

平成21年 9月10日
　　　～10月 5日

パブリックコメント 行動計画（素案）のパブリックコメント

平成22年 2月 8日 長崎県子育て条例推進協議会
（H21第3回）

パブリックコメント結果報告及び行動計画
（素案）修正案の協議・検討

平成22年 4月28日 長崎県子育て条例推進協議会
（H22第1回）

行動計画（案）の協議・検討

平成22年 5月10日 長崎県次世代育成支援対策推進
会議・連絡会議（H22第1回）

行動計画（案）の協議・検討

平成22年 6月25日 長崎県議会平成22年6月定例会 行動計画案可決

平成22年10月15日
　　　～11月 5日

若者の意識に関する調査 若者の家庭関係、友人関係、就労等に関す
る意識調査

平成22年12月24日 長崎県子育て条例推進協議会
（H22第2回）

行動計画改定案の協議・検討

平成23年 1月14日 長崎県次世代育成支援対策推進
会議・連絡会議（H22第2回）

行動計画改定案の協議・検討

平成23年 3月18日 長崎県議会平成23年2月定例会 行動計画改定案可決
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１．「長崎県少子化問題基礎調査」の概要 
 
（１）調査目的 
 
    少子化に関する県民の意識と関連施策へのニーズを把握し、長崎県子育て条

例行動計画策定の基礎資料とする。 
 
 
（２）調査項目 
 

① 結婚、出産に対する考え方について 
 

② 子育て状況、子育てに対する考え方について 
 

③ 子育ての悩み・相談、地域の子育て支援に対する考え方について 
 

④ 仕事と子育てに対する考え方について 
 

⑤ 子育て支援に対する考え方について 
 

⑥ 少子化に対する考え方について 
 
 
（３）調査実施時期 
 
    平成 21 年 5 月 15 日～6月 1日まで 
 
 
（４）調査対象・方法 
 
    住民基本台帳から無作為抽出した県内在住の 20 歳以上 64 歳以下の男女

3,000 人に対する配付・回収 
 
    発送数：3,000 部  回収数：1,142 部  回収率：38.1% 
 
 
 
 
 
 

４ 長崎県少子化問題基礎調査結果報告書（抜粋） 
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２．集計結果 
 
問６ 結婚に対する感じ方について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ◆男女別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男 N=406
女 N=677

N=1,109 

78.8%

9.9% 9.6%

1.7%

67.2%

15.8%
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問６－１ 結婚に対する負担の内容について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ◆男女別 
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問７ 結婚する意志について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ◆前回調査との比較 
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問８ 独身の理由について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ◆男女別 
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問９ 子どもを生み育てる意志について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ◆男女別 
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問１０ 子どもを生み育てることの心配や大変さについて 
 
  ◆男女別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問１２ 理想の子どもの数について 
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い
を

さ

せ
る

子

ど

も

の
遊

び

場

が
少

な

い

自
分

の
時

間

が
と

れ

ず

、
自
由

が
な

い

精

神

的

負

担

が
大

き

く

、
何
と

な

く

イ

ラ

イ

ラ
す

る

自
分

自
身

、
親

と

し

て

の
適

性

に
自
信

が
な

い

近

所

に
子

ど

も

の
遊

び
相

手

が

い
な

い

配

偶

者

の
子

育

て

へ
の
関

わ
り

が
少

な

い

夫
婦

あ

る

い
は
家

族

の
間

で
子

育

て

に

つ
い
て

の
考

え

方

が
違

う

体

力

的

な

負
担

が
大

き

く

、
疲

れ

や
す

い

つ
き

合

い
や
行

動

範

囲

が
狭

く

な

っ
て

し
ま

う

子

育

て

に
追

わ

れ

、
社

会

か
ら

孤

立

す

る

よ

う

に
感

じ
る

特

に
な

い

そ

の
他

(%)

男 女
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問１３ 実際に持つことを考えている子どもの数について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問１４ 「理想の子どもの数」より「実際に持つことを考えている子どもの数」が

少ない理由について 
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経

済

的

負

担

が
大

き

い
か
ら

年

齢

的

に
出

産

・
子

育

て

が
無

理

だ

か
ら

仕

事

と

子

育

て

の
両

立

が
困

難

だ

か
ら

未

来

の
社

会

に
不

安
を

感

じ
る

か
ら

子

育

て

の
た

め

の
精

神

的

・
肉

体

的

負

担

が

大

き

い
か
ら

子

育

て
を

手

助

け

し

て
く

れ

る

人

が

い
な

い

か
ら

住

宅

事

情

が
悪

い
か
ら

自

分

の
時

間

や
生

活
を

大

切

に

し
た

い
か
ら

子

育

て

に
自

信

が
な

い
か
ら

学

校

や
社

会

で

い
じ

め
な

ど

差

別

が
あ

る

か

ら

子

ど

も

が
あ

ま

り

好

き

で

は
な

い
か
ら

そ

の
他
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問１７ 子育てについて感じることについて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ◆男女別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=843 

男 N=301
女 N=524

その他,

0.8%わからない,

 2.6%

楽しいと感じる

ことの方が多い,

 61.2%

楽しいと感じる

ことと辛いと

感じることが

同じくらい,

 33.7%

辛いと感じる

ことの方が多い,
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30.6%
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3.7%
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59.2%

35.5%
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と
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じ
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こ
と

と

辛

い
と

感

じ

る

こ
と

が
同

じ

く

ら

い

辛

い
と

感

じ

る

こ
と

の
方

が
多

い

わ

か
ら

な

い

そ

の
他

男 女
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問１８ 子育てに必要だと感じる支援・対策について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問１９ 子連れでの外出時における不安等について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=859 

N=742 

80.4%

53.9%

42.5% 40.9% 40.6%
36.7%

34.8% 34.1%

29.1%
25.6% 25.3%
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16.1%
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子

育

て

に
伴

う
経
済

的

負

担

の
軽

減

子

育

て

し

や
す

い
職

場

環

境

の
整

備

延

長

保

育

や
休

日

保

育

な

ど
保

育

サ
ー

ビ

ス

の
充

実

放

課

後

児

童

ク

ラ

ブ

（
学

童

保

育

）
の
充

実

自

然

環

境

を
守

り

、
子

ど
も

が
自

然

と
ふ

れ

あ

う
機

会

の
充

実

男

女

と
も

に
家

事

・
育

児

に
参

加

す

る

と

い
う
意

識

の
普

及

・
啓

発

子

育

て

に
適

し
た
街

づ
く

り

な

ど
生

活

環

境

の
整

備

受

験

戦

争

の
解

消

や
個

性

を
生

か

し
た

ゆ

と
り

あ

る

教
育

環

境

の
整

備

ひ

と
り
親
家

庭

へ
の
支

援

の
充

実

（
経

済

的

支

援

・

家

事

支

援

等

）

乳

幼

児

の
保

健

指

導

や
育

児

相

談

の
充

実

地

域

で
子

育

て
を
支

援

す

る
活

動

の
充

実

子

育

て

の
楽

し
さ

や
大

切

さ

の
普

及

・
啓

発

地

域

子

育

て
支

援
拠

点

（
親

子

が
集

ま

っ
て
過

ご

し

た

り

、
相

談

を

す

る
場

）
の
整

備

子

育

て

に
適

し
た
住

宅

の
供

給

乳

幼

児

家

庭

へ
の
訪

問

指

導

そ

の
他

29.1%
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22.2%
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15.9%
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も

が
疲

れ

た

と
き

に
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す

る
場

所

が
な

い

歩

道

の
整

備

不

足

で
交

通

事

故

が
心

配

で
あ

る

階

段

な

ど

で

ベ
ビ

ー

カ
ー

が
使

え

な

い
と

こ
ろ

が

多

い

街

路

に
駐

停

車

し

て

い
る
自

動

車

や

バ

イ
ク

が
多

い

商

店

街

や
歩

道

を
走

る
自

転

車

が
危

な

い

コ
ン
サ
ー

ト

や
講

演

会

な

ど

の
際

に
公

共

施

設

に

子

ど

も

を
預

け
ら

れ

る
場

所

が
な

い

水

や
緑

な

ど

の
安

ら

ぎ

の
場

が
少

な

い

公

共

施

設

に
授

乳

コ
ー

ナ
ー

が
少

な

い

乳

幼

児

と
一

緒

に
入

れ

る

ト

イ

レ
が
な

い

子

ど

も
連

れ

の
参

加

が
嫌

わ

れ

る

子

ど

も

を
連

れ

て
困

っ
て

い
る
時

に
気

軽

に
手

伝

っ
て
く

れ

る
人

が

い
な

い

水

路

や
河

川

な

ど

の
安

全

確

保

が
不

十

分

そ

の
他

不

安

に
感

じ
た

り

、
困

っ
て

い
る

こ

と

は
な

い
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問２２ 子育てに関し頼りになる人の有無について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問２３ 子育てに関し近所や地域の人々に期待することについて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=764 

N=804 

63.9%
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22.1% 21.3%
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12.6%
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見
知
り

で
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も
あ

い
さ

つ
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し
て
く
れ
る
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危
険
な

こ
と

や

い
た
ず
ら
を

し
た
ら
注
意

し
て

く
れ
る
人

子
育

て
の
相
談

に
の

っ
て
く
れ
る
人

緊
急

の
と
き

に
子
ど
も
を
一
時
預

か

っ
て
く
れ

る
人

家
族
ぐ
る

み
で

ス
ポ
ー

ツ
や
遊
び

が
で
き
る
人

い
じ
め
を
見
た
ら

、
注
意

し
た
り
通
報

し
た

り

し
て
く
れ
る
人

近
所

づ
き
あ

い
が
少
な
く
閉

じ

こ
も
り

が
ち
な

母
親

へ
の
声

か
け
を

し
て
く
れ
る
人

そ
う

い
う
人

は

い
な

い

そ
の
他
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れ
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を
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れ

る

顔

見
知

り
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い

つ
も

あ

い
さ

つ
を

し
て
く

れ

る

緊

急

の
と
き

に
子

ど

も
を

一

時
預

か

っ
て
く

れ

る

子

育

て
に
困

っ
て

い
る
家
庭

に
気
付

い
た

ら

、

気
軽

に
声

か
け
を

し
て
く

れ

る

子

育

て

の
相

談

に

の

っ
て
く

れ

る

近

所

づ
き

あ

い
が
少

な

く

閉

じ

こ
も

り

が
ち

な

母

親

へ
の
声

か

け
を

し
て
く

れ

る

家

族
ぐ

る

み
で

ス
ポ

ー

ツ
や
遊

び

が
で
き

る

特

に
期

待

し
て

い
な

い

そ

の
他
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問２６ 子育てに伴う就業形態の変化について 
 
  ◆男女別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問２６－１ 仕事と子育てを両立する方法について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男 N=282
女 N=495

N=381 

89.4%
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別

の
仕

事

に
転

職

し
た

同

じ
職

場

で
別

の
仕

事

に
変

え

て

も
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っ
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そ

の
他
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ら
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可

保
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は
認

定

こ
ど
も

園

に
預

け
た

乳

児

期

か
ら

子

ど

も

を

親
な

ど
肉

親

に
預

け
た

育

児
休

業

を

取
り

、
そ

の
後

子

ど

も

を

認

可

保

育

所
又

は
認

定

こ
ど
も

園

に
預

け
た

乳

児

期

か
ら

子

ど

も

を

無
認

可

の
保

育

施

設

に

預

け
た

育

児
休

業

を

取
り

、
そ

の
後

子

ど

も

を

親
な

ど

肉

親

に
預

け
た

職

場

に
保
育

施

設

が
あ
り

、
そ

こ
に
預

け
た

乳

児

期

か
ら

子

ど

も

を

ベ
ビ

ー

シ

ッ
タ
ー

に
預

け
た

育

児
休

業

を

取
り

、
そ

の
後

子

ど

も

を

無
認

可

の
保
育

施

設

に
預

け
た

育

児
休

業

を

取
り

、
そ

の
後

子

ど

も

を

ベ
ビ

ー

シ

ッ
タ

ー

に
預

け
た

そ

の
他
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問２７ 仕事と子育てを両立するために職場に求める制度について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ◆男女別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=1,061

男 N=382
女 N=655

65.9%

55.6%
53.3% 52.4%

44.2%
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35.1%
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気
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け
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れ
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児
休
業
制
度

出
産

、
育
児

の
た

め
会
社

を
辞

め
た
女
性
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、
し
ば

ら
く

し
て
復
職

で
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る
制
度

賃
金

の
支
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ど
育
児
休
業
中

の
経
済
的
支
援
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児

の
た

め
に

、
必
要

な
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、
就
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時
間
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短
縮

で
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時
間
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の
た

め
に

、
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定
期
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に
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け
る
総
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働
時
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の
時
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に
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定

し
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働

く
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タ

イ
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娠
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の
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内
保
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児
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め
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、
自
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で
仕
事

を
す
る

こ
と
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そ
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特

に
な

い
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問２８ 生活時間の配分の希望と現実について 
 
  【希望】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【現実】 
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を
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問２０ 子育てに対する不安や悩みについて（自由回答：抜粋） 
 
 

年 齢 性別 意 見 内 容 

50～54 歳 女 
共働きでないと、家賃などの負担が大きく生活が苦しい。働く
ために子どもの数も少なくなるのだと思うので、小さい子ども
のいる家庭の家賃の補助などがあればいいと思う。 

50～54 歳 女 
母子家庭なので経済的問題などで子どもに我慢させたりして、
他のお子さんと比べ劣等感をいだいているのではないかと思
う。 

25～29 歳 女 

小学校入学時に近くに同じ年頃の子がいなくて引っ越しを考
えているが、経済的に無理。予防接種等、自費が増えて困る。
子どもが大きくなったら就職したいと考えているが、なかなか
資格を取りにいく時間もないし、お金もない。このままパート
で子どもたちを食べさせていけるかがすごく不安。身体があま
り丈夫ではないので、動けなくなったりした時に、子どもたち
をどうしようと思う。 

45～49 歳 女 
子どもが小さい頃は病気や遊び場が少ないなどいろいろ心配
があったが、成長するにつれ教育費の負担が大きく大変であ
る。 

35～39 歳 女 

子どもの進学、受験などももちろん不安であるが、子どもが親
を殺したり、その反対だったり、これからどう育てていけばい
いかなぁと時々思うことがある。自分に責任があると思うと怖
い。 

45～49 歳 女 
自分が子どもだった頃とはまるで違う環境（携帯電話、パソコ
ンなど）に中でふとしたはずみで被害を受けたり、加害者にな
ったりしないだろうかということが不安である。 

55～59 歳 女 
近所に遊ぶ相手がいなかったので、車で公園などに遊びに出か
けていた。親では教えられない子ども同士の人間関係の学習が
不足しているのではないかと心配だった。 

50～54 歳 男 
社会全体が行き詰まっているので親自身も将来が不安。子ども
の生き方について、精神面と社会人としての人生の方向性をき
ちんと教えきれない。 

35～39 歳 男 
共働きでないと子育てできないので、両親と子どものコミュニ
ケーションが不足している。（子どもがもっと両親と一緒に遊
びたいと言うことがある。） 

45～49 歳 女 
たくましく成長していけるか。子どもとの時間がない。近くに
子どもと自分の友人がいない。 
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年 齢 性別 意 見 内 容 

40～44 歳 女 
子どもたちに未来はあるのかと不安。娘は結婚しなくていいと
まで言っている現状である。 

30～34 歳 女 
学童保育の時間が 18 時までなので、19 時まで仕事の時に迎え
に行く人もいないし、仕事を続けていけるか不安である。 

35～39 歳 女 
子どもをみてくれる人が近くにいないので、就職活動ができず
保育所に入所できない。入所と就職にズレの期間があり、子ど
もを保育所にやれずに困っている。 

25～29 歳 女 
働いていると、子どもの病気等で職場に迷惑をかけてしまう。
職場内保育等、働きかけてほしい。小学校に入ったら学童保育
があるところを探さないといけない。 

25～29 歳 女 
まだ子どもが 0 歳児で、私が 30 歳になる前にもう 1 人子ども
が欲しいと思っているが、入院した時に子どもをみてくれるひ
とがいないので困っている。 

30～34 歳 女 

友だちとのつき合い方、あいさつ、マナー、人として最低限す
べきことはできるようになってほしいと思うが、同じことの繰
り返しで気長に話して悟らせるということに疲れてしまい、毎
日イライラしっぱなしである。同世代の子と比較するべきでは
ないが、やはり周りをみて、我が子はと考えると焦ってしまう。
我慢して気長にと思えば思うほど、自分がまいってしまう。 

40～44 歳 女 
子どもが急な病気の時、近くに親がいないし預ける先もなく仕
事を休むことがあり困った。急に休むと退職させられるのでは
ないかと不安がよぎる。 

30～34 歳 女 

仕事と家事・育児の両立に困難を感じる。いつも時間に追われ、
時間がなくイライラして子どもにあたってしまうこともある。
仕事も育児も中途半端な感じで、それに対してもイライラして
しまう。 
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問２５ 近所や地域の子育て中の家庭に手助けをする際の不安等について 
（自由回答：抜粋） 

 
 

年 齢 性別 意 見 内 容 

55～59 歳 女 
近所の子どもに注意するなどすると、他人から言われる筋合い
ではない、大きなお世話などと思われ反感を買う恐れがある。 

35～39 歳 女 
おせっかいだと思われたくない。昔と比べると人間関係が希薄
になっているような気がする。 

60～64 歳 男 

夕方、団地の公園で遊んでいる子どもに暗くなってきたので家
に帰るように、また気をつけて遊ぶように声掛けをしたとこ
ろ、不審者の声掛け事案として学校に通報されていた。尊い子
どもの命を守り、より良い安全安心の街づくりを目指しての声
掛けが不審者扱いにされるのが近代の世情である。 

55～59 歳 男 
価値観の違いのため、よかれと思ってしたことが相手から迷惑
ととられないかと考えてしまう。 

50～54 歳 女 
相手の親子と普段から交流があれば、手助けする場合でもどう
やってほしいか少しは分かると思うのでやりやすいと思うが、
そうでない場合どこまで手助けしてよいのか分からない。 

35～39 歳 男 
危険なことをしていると思って注意した場合、それを分かって
くれる親ならいいが、認めなかったり、逆に怒りだされると困
る。どこまで手出し、口出ししていいか迷うこともある。 

60～64 歳 女 

地域でお年寄りなどと交流を深めていったら、子育て中の家庭
にもスムーズに入っていけるのではないか。どこまで受け入れ
てもらえるかが不安なので、まず普段からの交流が必要と思
う。 

25～29 歳 男 

同世代の子どもがいる家庭との交流を図りたいと思っても行
動することが難しい現状である。同じ悩みを持つ親に対し、互
いに支えあい子育てを行っていくためにもそれを支援するサ
ークルやボランティアの活動は重要であるが、それが充実して
いるとはいえない。 
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問３４ 少子化への取組に対する意見について（自由回答：抜粋） 
 
 

年 齢 性別 意 見 内 容 

60～64 歳 女 
少子化だけを問題視するのはおかしい。結婚しやすい環境づく
りが最も大切であると思う。 

40～44 歳 男 
子育て支援の充実が必要。一時的に子育て支援金をもらっても
保育料、医療費にお金がかかるので何も変わらない。出産の金
銭的負担がもっと軽減されたらいいのでは。 

35～39 歳 男 

結婚後不妊治療を行っているが、医療負担が大きく経済的に困
っている。子どもが欲しくても経済的な理由で断念する方が多
い。少子化問題を解決するには補助を手厚くすることだと思
う。 

35～39 歳 女 

私は子どもが欲しいと切望しているが、自然に授かることがで
きず、不妊治療に通っている。今の人は子どもを生まなくなっ
たと言われますが、子どもを欲しいと思っている人は、実はた
くさんいると思う。不妊治療には精神的にも金銭的にも大きな
負担がかかり、諦めてしまう人もいる。子どもが生まれなけれ
ば少子化問題は解決しないのだから、子どもを持とうとがんば
っている人たちをもっと援助してもらいたい。 

60～64 歳 女 

仕事をしながら子育てをしている人には、いろいろな支援があ
るが、もっと家庭にいる子育て中のお母さんにも援助できない
ものかと思う。現状では、外で働くことを助長しているように
思える。家庭の中でゆっくりと子どもと向き合い、よい親子関
係をつくれるように子育てする。経済的にも時間的にもゆとり
があると、子どもを何人も欲しくなるのではないか。 

40～44 歳 男 

共働きでは、病気の時、保育所に預けるのも困難だと考え、し
ょうがなく仕事をやめた。3人を希望していたが、子どもを大
学まで進学させるのがギリギリだと考え、2人を育てた。高校・
大学とお金がかかるので、家庭にもう少し援助が欲しい。時
間・精神面・経済面等の負担が大きく、子どもは増えないと思
う。 

25～29 歳 女 

共働きでがんばって働いている家庭ほど、保育料など優遇され
るべきだと思う。（がんばって働いている意味がない。保育料
を払うために働いているような・・・。）今後も、妊婦や赤ち
ゃん、結婚して普通にがんばって働いている若い世代や子育て
家庭を支援する対策を考えてほしい。 
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年 齢 性別 意 見 内 容 

45～49 歳 女 

教育費が高い。それぞれのスペシャリストが育つような世の中
になってほしい。そうすれば、自然と将来が見えてきて、結婚
する人も増えてくると思う。どんな職業でも最低限の収入と保
険などのケアがきちんとしていれば普通の生活ができると思
う。 

30～34 歳 女 
病児保育などの充実、認可保育園の増設、親の病院受診時の子
ども一時預かりなどの整備、教育退職者等のボランティア派遣
による放課後活動などがあるといい。 

30～34 歳 女 

学童保育が実施されない地域に住んでおり、放課後や長期休み
の時期など、心配な面がある。（児童数が少なく、実施できな
いとのこと。） 
現在、小学校では放課後こども教室に取り組んでいるが、最高、
年 48 回と決められていて、月に 4 回ほどしかやっていない。
少しお金がかかっても、仕事のある日は子どもを預けられる環
境づくりをしてほしい。 

55～59 歳 男 

社会全体として生活しやすくなれば、少子化もなくなると思
う。 
大人になりきれない成人が多くなりすぎて、自分が楽しむこと
が先になり、社会とか子どものことまで気がまわらない人が多
くなっていると思う。まず、学校等で教育がしっかりできるこ
とが先だと思う。 

35～39 歳 女 

小さな子どもに対してはそれなりのサービス等があるが、小学
校高学年、中・高等学校となるにしたがって親が相談できる機
関がない。思春期など難しい年頃の相談できるところが身近に
あってほしい。 

25～29 歳 男 

少子化社会を改善させるために整備すべき環境は子どものま
わりというよりは、親の環境、特に仕事における環境の改善が
重要と思われる。つまり、育児における時間的、経済的余裕を
前提としない限り、特に、共働きの家庭では時間がなく、1人
の収入のみでの育児には経済的余裕がない状況では出産数の
増加は難しいと思う。公的機関では、育児環境の整備が特に助
成の場合進んできていると感じるが、民間では、賃金、労働時
間などの対策は不十分で、男性の育児に対する補助はコンセン
サスが得られないため少子化の改善につながらないのだと思
う。労働条件の改善こそ、最も取り組んでいただきたい少子化
対策である。 
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年 齢 性別 意 見 内 容 

45～49 歳 男 

会社等については育児休業に対し緩和的な規則等の取組を行
うなど、メリット的な部分を増やすのも 1つの方法として考え
られると思う。子どもが欲しい、でも経済的な部分を考えると
断念してしまう人もいると思う。 

45～49 歳 女 

会社（特に男性）では、子育てや子どもが病気などで休むこと
について、理解できない人がほとんどである。父親学級なども
重視されていない。是非子育てセミナー等を地域でやってほし
い。 

60～64 歳 男 

兄弟が多い方が、兄弟・姉妹関係ができて、人間関係が豊かに
なる気がする。今後、IT 化で人間関係が失われていく中で、
基本的には家庭が中心とならなければならないと思う。人間関
係を重視した県～学校の取組に期待する。 
団塊の世代のマンパワーを十分利用すべきだと思う。 

35～39 歳 女 

子どもを育てるのにお金がかかる。仕事をしたくても、まず仕
事がない。今後、人数が少なくなるからと、学校が統廃合する
ことになっているが、少なくなる→合併ではなく、子どもを増
やす努力をやっていない。（合併することは簡単、すぐ簡単な
ことに流れるな！） 
自然もあって、人もよく、離島で住みたいという若者はたくさ
んいるのに、帰ってきたくても仕事がない！！ 
結果、帰ってこれず、島外で仕事し、結婚し、帰ってこない。 

30～34 歳 男 
エスカレーターのスピードや椅子の高さなど、商業施設等で子
ども目線をもっと増やしてほしい。 

20～24 歳 女 
少子化になると私たちにどのような影響がでるのかを具体的
に知ってもらい認識させることが必要である。 
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１．募集期間   平成 21 年 9 月 10 日～10 月 5 日 
 
２．意見件数   58 件（30 名） 
 
３．計画（素案）に対する意見 
 
 第Ⅳ編 少子化の現状等 

・ 今日の世相は、「子ども」も「親」もその年齢や立場に相応しい社会常識、特に物事
の善悪の判断に欠けた人が多い。 

・ 不登校児童生徒の在学者に占める割合は 1.04%で、全国では 1.22%と、あまり問題に
していない印象を受けた。今日の実態は 1,500 名を超えているのではないか。早期
発見、早期治療でその立ち直りは早い。 

 
 第Ⅷ編 計画内容 
 第１章 妊娠・出産の支援 

・ 離島部（特に中心地から離れている地域）においては、産婦人科だけでなく、すべ
ての診療科目をいつでも受診できるような体制を整えてほしい。 

・ 体質により早産・流産の危険があり、安心して出産を迎えることができない人がい
る。離島で出産を迎える女性の不安を少しでも改善するべく、周産期医療体制の充
実を図ってほしい。 

・ 小児救急医療体制の充実を図ってほしい。 
 
 第２章 子どもや子育て家庭への支援 

・ 「放課後児童指導員、児童館職員や民生委員児童委員に対する研修をさらに充実し、
優れた人材の養成・確保、資質や専門性の向上等に努める」とあるが、優れた放課
後児童指導員を確保するためには、研修よりも、まず身分の安定や所得の保障が必
要ではないか。 

・ 自然も人の心も豊かな「しま」や「山村」が県下に多くある。その素材を生かし、
小中学校の修学旅行や一般社会人の交歓・交流は新たな魅力の発見となり、環境教
育の推進や地域格差の是正に大いに寄与する。 

・ 現在、学校の図書室の運営は、一般の教職員が担任などと兼任しながらやっている。
図書教育に力を入れるならば、専任の司書教諭をおくことが望ましいのではないか。 

・ 県立高校における運動部への外部指導者派遣事業は効果を上げていると思うが、ま
ずは顧問教職員の指導者としての資質向上が第一である。積極的かつ密接な関係を
県教委と競技団体とが作っていくことで、マイナー競技における指導者の研修を受
けやすい体制を整えてほしい。 

・ 県立高校において部活動を指導していくにあたり、各種資格が必要となる場合があ
る。県下で統一して、資格を取得する際の援助を設定できないか。このことは結果
として、子どもの教育に反映されることと思う。 

・ 離島部の高校では、島外に遠征する場合、生徒の自己負担がかなり必要となり、負
担ができない家庭では、遠征を諦めざるを得ない状況もある。離島部の高校におけ
る運動部への支援対策を何らかの形（金銭的な支援だけでなく講習会なども含めて）
でできないか。 

 

５ 長崎県子育て条例行動計画（素案）に対するパブリックコメント（要旨）
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・ 「子どもの体力の低下、運動をする子としない子の二極化傾向の問題が指摘されて
おり、学校体育の果たす役割や指導の在り方等を検討・改善していくことは重要」
とあるが、中学校では部活動への不適応からの不登校が多い。部活動の在り方、休
日の取り方、科学的な体育を目指し、決して根性体育にならないような工夫をして
ほしい。 

・ 食習慣の改善や歯みがき指導など、フッ化物に頼らないむし歯予防が大事ではない
か。 

・ 歯だけでなく、全身の健康を考える必要があるのではないか。 
・ 「施設でのフッ化物洗口」の施設とは、学校も含まれるのか。安全性に賛否両論あ
るフッ化物洗口を学校で実施するのは反対である。 

・ 経済的理由でむし歯の治療ができない児童生徒もいる。フッ化物を導入するのであ
れば、その予算を経済的理由でむし歯の治療ができない児童生徒のむし歯完治の治
療費に使ってほしい。 

・ 歯肉炎や歯列不正の児童生徒が増えていることが述べられていない。歯列不正がむ
し歯や歯肉炎の原因になっている場合が多く、むし歯の数ばかりに注目するのでは
なく、歯肉炎や歯列不正にも注意していく必要がある。 

 
 第４章 きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援 

・ いじめや不登校の早期発見や予防に関することが示されているが、相談だけではな
く、不登校やひきこもり状態になってしまった子どもを、その状態から抜け出させ
るための施策も必要ではないか。 

 
 第５章 安全・安心な子育ての環境づくり 

・ 有害環境の浄化については、関係機関の取組はもとより、保護者や地域住民の意識
の向上が不可欠だと思う。PTA 等の研修会での啓発等が必要ではないか。 

・ 小中学生や保護者に対する指導の強化をしてほしい。いまや小中学生もインターネ
ットの世界に入り込んでいる。高校に入学したら自分の携帯、その前は保護者のも
のを使っている。パソコンは自分が自由に使えるものを子ども部屋に持っている。 

 
 第６章 県民総ぐるみの子育て支援 

・ 月日の経過と共に、ココロねっこ運動の熱が冷めていないだろうか。ココロねっこ
運動県大会において、携帯のフィルタリングを主な柱としたことは賢明であったが、
対象者の聴講者が見当たらなかった。県大会を予算・行事消化の形骸化から質・量
を高める工夫が必要である。 

・ 県・地方のココロねっこ大会等において教育委員、推進員の活動によるレベルアッ
プを図るため、分野別の研修プログラムによる実践が必要である。 

・ 学校でも企業でも地域でも「誇り」が必要である。県民の県民による県民の為の「コ
コロねっこ運動日本一」を目指してほしい。 
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